
 

 

媛中発第２２９号 

令和５年１０月６日 

 

会員各位 

 

   愛媛県中小企業団体中央会 

会 長  服部 正 

（ 公 印 省 略 ） 

「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」 

による受入適正化講習会の開催について 

 

平素は本会の事業推進につきまして格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

本県の繊維産業においては、繊維製品の低価格化やエネルギー・原材料費の高騰に

よるコスト上昇等により繊維関連事業者が置かれる状況は厳しさを増しています。こ

のような状況の中、繊維産業全体の持続可能性を向上させ、事業を継続・成長させるた

めには責任ある企業行動が必須の経営課題となります。 

また、外国人技能実習生の受入れには人権尊重の取組が重要であり、不断の取組に

よって適正な受入環境が整備されるものであります。 

つきましては、日本繊維産業連盟が公表・作成している「繊維産業における企業行動

ガイドライン」の趣旨に賛同し、「責任ある企業行動実施宣言」の登録を促進すること

を目的として下記のとおり講習会を開催いたしますので、業務御多忙のことと存じま

すが、外国人技能実習生の受入れをしている繊維産業関連企業の皆様には御参加いた

だきますようお願いいたします。 

なお、参加申込書により、１０月１２日（木）までにメール又はＦＡＸにて御返送を

よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．開催日時  令和５年１０月１６日（月） １４：００～１５：３０ 

 

２．開催場所  テクスポート今治１階 大ホール（今治市東門町 5 丁目 14 番 3 号） 

 

３．内  容 

「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」の登録について 

  社会保険労務士 薦田 勉 

 

４. 申込先 １０月１２日(木)までにメール又はＦＡＸにてお申込みください。  

連絡先 愛媛県中小企業団体中央会 振興部 担当：鎌倉 

ＴＥＬ：089-955-7150 ＦＡＸ：089-975-3611 

メール： kamakura@bp-ehime.or.jp 



 

 

令和５年  月  日 

ＦＡＸ：０８９－９７５－３６１１ 

愛媛県中小企業団体中央会 鎌倉 行 

 

「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」 

による受入適正化講習会の開催について 参加申込書 

 

企業名：                           

担当者：            ＴＥＬ：           

 

ＮＯ 氏名 役職 所  属 備考 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

 

１０月１２日(木)までにメール又はＦＡＸにてお申込みください。 

 

連絡先 愛媛県中小企業団体中央会 振興部 担当：鎌倉 

ＴＥＬ：089-955-7150 ＦＡＸ：089-975-3611 

メール： kamakura@bp-ehime.or.jp 


